
 

1 

令和元年度 松浪地区まちぢから協議会 第６回 運営委員会 次第 

 

日時 令和元年１０月１６日（水）９：３０～    

場所 松浪コミニティセンター ホール１・２   

 

 

１ 開会（植松会長） 

 

 

２ 議事 

（１）松浪コミセン開館５周年記念式典及びコミセンまつりについて（報告） 

 

（２）松浪地区市民体育祭について（報告） 

 

（３）松浪地区防災訓練について…１１月１０日（日） 

 

(４) その他 

 

３ 防災対策部会からの進捗報告 

 

４ 自治会長部会からの進捗報告 

 

５ 市民安全部会からの進捗報告 

 

６ 自治会館の管理運営について 

 

７ 松浪コミュニティセンター・子どもの家「なみっこ」の管理運営について 

 

８ 松浪コミカフェ管理運営について 

 

９ 松浪まちぢから協議会ＨＰの現状報告 

 

１０ 会計からの報告 

 

１１ 各団体からの報告・共有 

(１) 松浪地区社会福祉協議会 

 

(２) 松浪地区民生委員児童委員協議会 

 

（３）松浪地区老人クラブ連合会 

100 分 
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(４) 松浪地区地域包括支援センターさざなみ 

 

(５) 松浪地区体育振興会 

 

(６) 松浪地区スポーツ少年団 

 

(７) 汐見台小学校区青少年育成推進協議会 

 

(８) 緑が浜小学校区青少年育成推進協議会 

 

(９) 松浪小学校区青少年育成推進協議会 

 

(１０) 汐見台小学校ＰＴＡ 

 

(１１) 緑が浜小学校ＰＧＴ 

 

(１２) 松浪小学校ＰＴＡ 

 

(１３) 松浪中学校ＰＴＡ 

 

(１４) 松浪学区子ども会連合会 

 

(１５) 食生活改善推進団体 

 

(１６) 環境指導員 

 

(１７) 浜竹一丁目自治会 

 

(１８) 浜竹二丁目自治会 

 

(１９) 浜竹三丁目自治会 

 

(２０) 浜竹四丁目自治会 

 

(２１) 松浪一丁目自治会 

 

(２２) 松浪二丁目自治会 

 

(２３) 富士見町自治会 
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(２４) LG富士見町自治会 

 

(２５) 常盤町自治会 

 

(２６) 緑が浜自治会 

 

(２７) 汐見台自治会 

 

(２８) 出口町自治会 

 

(２９) ひばりが丘自治会 

 

(３０) 美住町自治会 

 

（３１）公募委員 

 

１２ まちぢから協議会連絡会 

   行政からの依頼事項等について 

別紙のとおり 

 

１３ スケジュールについて 

別紙のとおり（総会資料事業計画等資料を参照） 

 

１４ 閉会 

 

 

次回運営委員会：令和元年１１月２０日（水） 

  

20 分 
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 まちぢから協議会連絡会 令和元年１０月定例会 

                           令和元年１０月９日（水）開催 

 

「行政からの依頼・説明事項」 

Ｎｏ 課 名 依頼事項 広報紙掲載 概要等 説明 

１ 企画経営課 茅ヶ崎ゴルフ場利活

用事業の優先交渉権

者の決定について 

有（ 11 /1 号） 

無 

茅ヶ崎ゴルフ場の利

活用について、土地

所有者である神奈川

県と茅ヶ崎協同株式

会社が事業者を選定

したことの説明と、

市も加わった説明会

を実施することの回

覧依頼。 

企画経営課長 

２ 防災対策課 茅ヶ崎市新型防災ラ

ジオの導入について 

有（ 11月号） 

 （ 3月号） 

無 

防災ラジオの在庫状

況と今後の対応につ

いての説明。 

防災対策課長 

３ 環境事業センタ

ー 

令和２年度からの環

境指導員制度につい

て 

有（  /   号） 

無 

令和２年度から環境

指導員の委嘱が変更

することについての

説明と、各地区での

説明会実施の依頼。 

環境事業センタ

ー所長 
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茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業の事業者を 

募集しておりましたが 

このたび神奈川県・茅ヶ崎協同(株)により 

優先交渉権者が選定されました 

 

提案選定の考え方や事業コンセプト 

これからの進め方について 

みなさまにご説明させていただきます 

 

① 11月 16日(土)14：00～15：30     
浜須賀会館 ２階 集会室 

 
② 11月 20日(水)18：30～20：00 

市役所本庁舎 ４階 会議室 
  

※両日程とも内容は同様です。申し込みは不要です。 

 

 

茅ヶ崎ゴルフ場利活用事業 

に係る説明会を実施します 

主 催：神奈川県・茅ヶ崎協同（株）・茅ヶ崎市・事業者 

お問い合わせ：茅ヶ崎市企画部企画経営課 

０４６７－８２－１１１１（内線２５３６） 

回覧 
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○環境指導員への報酬の支払いから、各自治会への手数料の支払い移行スケジュール

自治会

１２月

平成３０年度

10月 11月 4月8月 9月

令和2年度

3月

平成31年度

12月 1月 １０月 １１月4月 5月 6月

市

1月 2月7月２月

環境指
導員

3月

    
各 
自
治
会 
と 
請
負 
契
約 
 
 

各自治会への手数料 

支払い（案）作成 
手数料交付要綱、請書（様式）、 

活動記録（様式）等作成 

各自治会への手数料 

支払い（案）修正 

まち 

協連  

説明 

地区会議  

説明 

地区会議  

説明 
地区会議  

周知 

まち 

協連  

周知 

各地区(13地区)  

説明 

各地区

(13地区)  

周知 

委 

嘱 

式 

令和元年１０月９日 
まちぢから協議会連絡会 資料３-２ 

環境部 環境事業センター 
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［別紙］認定コミュニティによる公益の増進のための活動に関する審議の結果について 

 

１ 茅ヶ崎地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

（２０１９年） 

 市内で最も商店・住宅等が密集している地区の一つであり、地区内１９自治会

のうち１０自治会がマンション自治会という特殊な地区だと思われます。 

 活動としては、防災訓練に注力するとともに、地区一斉清掃活動に中学校の教

員を巻き込むことによる地域と学校との連携、市議会議員との意見交換会を開催

することによって、地域の声を市政に届ける事業を行うなど有効な取り組みを行

っています。 

今後の展開として、多様な人々が居住し、複雑・多様化する地域課題やニーズ

に対して、課題解決に向けた協議等のできる組織づくりがさらに進むことに期待

します。 

 

２ 茅ヶ崎南地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

（２０１９年） 

 ４つの部会を中心とした組織づくりによって、着実な取り組みが行われていま

す。 

 活動としては、新春凧揚げ大会、夏休み子ども映画会を主軸にして、地域の重

要な役割を果たしています。 

 今後の展開として、活動状況を報告できる広報活動等を充実させ、協議会活動

の情報発信を効果的に行い、併せて新たな担い手の発掘を期待します。 

 

３ 海岸地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

   （２０１９年） 

    別荘地としての歴史を背景に、市内にとどまらず多くの人から閑静な住宅地と

して人気を集めている地区だと認識しています。 

    活動としては、住宅密集地としての課題を解決するために防災・減災事業に注

力され、市補助金を活用した感震ブレーカーの普及・啓発や地区内の住民に協議

会活動を周知するための広報紙発行、広報掲示板設置事業等に取り組まれていま

24 



す。 

    東日本大震災発災後、８年振りとなる盆踊りを主催事業として企画しており、

地域住民の交流の場を創出し、関係強化を図り、新たな担い手の発掘に期待しま

す。また、市民集会の実施方法の改善も検討されており、協議会内での活発な議

論がなされていることと推察します。 

    感震ブレーカーの普及・啓発に関しては、単に周知するだけとならずに、自治

会や協議会組織の周知啓発を併せて行っていただき、兼ねて自治会加入の促進に

つながることに期待します。 

 

４ 南湖地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

    （２０１９年） 

     古くから地域住民同士の連携が強く、既存の団体や集会が中心となった活動が 

行われている地域だと認識しています。 

 活動としては、決して多いわけではありませんが、地域の中で実施するべき事 

業を検討し、着実に取り組みを進めていると感じています。 

今後の展開として、南湖地区納涼盆おどりは、世代間交流と地域の伝統文化の

継承に重点を置いていることから、地元の小・中学生に役割を与えて運営の一部

に携わってもらうなど、多世代の交流をさらに深められるような事業の展開に期

待します。 

 

５ 湘南地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

（２０１９年） 

 圏央道のインターやスポーツ公園の開設、今後も道の駅の整備が予定され、地

域の生活環境が大きく変わり、地元自治会や協議会組織の役割がますます重要と

なることが想定されます。 

 活動としては、安定した取組みを進めている状況のなか、広報活動事業を中心

に他の地区広報部会との意見交換を進めるなどモデルとなる活動を進めていま

す。 

 今後は、現在、検討が進められている地区内の公共交通空白地問題について、

引き続き、協議会とＮＰＯ団体との協力体制を深め、課題が解決することに期待

します。 
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６ 鶴嶺東地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

    （２０１９年） 

     広域な地区の中に３つの小学校、２つの中学校があり、多くの方が暮らしてい 

る地域です。 

     活動としては、都市政策課主導のもと防災・減災事業として防災のシンポジウ 

ムを開催、市補助金を活用した感震ブレーカーの普及促進に関して地域が一体と 

なって進められています。また、広報活動の幅を広げるため、他地区の先進協議 

会に意見交換に出向くなど、活動が活発になっています。 

 今後の展開として、複数の小・中学校が所在する地域の特性上、子どもに関連 

する事業に関心が高まっているため、自治会等が実施している児童の安全パトロ 

ールや見守り活動への参画に期待します。また、他部会で検討を進めているテー 

マを共通化し、部会同士が連携することによって、課題解決につながる組織体制 

となるように、さらなる組織体制の整備に期待します。 

 

７ 鶴嶺西地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

   （２０１９年） 

   できることから着実に地域活動を進めておられます。 

   活動としては、「新春のつどい」を協議会として主催し、各団体同士の連携の強化

につながったと思います。また、子ども部会を設立し、子育て世帯の声を多く集約

し、地域活性や地域の安全に取り組んでいただくことに期待します。 

   今後の展開として、これからの協議会の組織体制を組織内で話し合い、活動を充

実させることができるように既存の委員と具体的な地域課題を整理し、部会等の設

立に活かしていただくことに期待します。 

 

 

８ 松林地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

（２０１９年） 

 特定事業で実施している「ふくろう塾」、「おむすび松林」は、地域の中に定着

し、地域住民にとって必要な取り組みとなっています。 

 事業が定着し安定した事業となっている弊害として、中学生の参加者減少や固
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定化といったレベルの高い新たな課題を認識されているようです。 

 学習支援については、地元高校生や大学生など新たな人材を巻き込むことや学

生に対して有償ボランティアの位置付けで事業を展開させられる等工夫に期待し

ます。また、市内の市民活動団体のうち学習支援や子ども育成に関連する連携を

深め、相乗効果が得られることに期待します。 

 夕食支援事業の食材費を削減する手法として、農協から野菜等のＢ級品の寄付

提供の支援を受ける仕組みを創設されたことから、今後の活動に期待します。 

 

９ 小和田地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

   （２０１９年） 

    辻堂駅周辺の再開発により、藤沢市に大型の商業施設が建設され車の交通量が

増えたことや辻堂駅西口に大型マンションが建設されるなどの住環境の変化によ 

り、地元自治会や協議会組織の役割がますます重要となることが想定されます。 

    活動としては、隣接する松林地区や小出地区との交流を通じ、好奇心旺盛な活

動を進めています。 

    今後の展開として、市民集会の特出した実施方法や質の高い活動が展開されて

いることから、地域住民の小さな声をさらに活かした活動の推進に期待します。 

 

１０ 松浪地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

    （２０１９年） 

     市内で唯一、協議会が地域集会施設の指定管理を受け、協議会活動とともに、

施設の管理・運営を担っています。 

     協議会の活動をはじめ、松浪コミュニティセンター、子どもの家、コミカフェ

について、情報の共有を行い、地域の中心的な役割を担っていると感じます。 

     活動としては、防災訓練を中心に活発な事業を行い、広報事業として定期的な

広報紙の発行やホームページの情報を随時更新し、前広に情報発信されています。 

     今後の展開として、地域集会施設の指定管理者としてのメリットを活かした取

組みに期待するとともに、地域住民にとって重要な存在となったコミカフェの活

用について、さらなる事業の発展に期待します。 

 

１１ 浜須賀地区まちのちから協議会 

（１） 認定基準への適合に関する事項 

    認定基準に適合していると考えます。 
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（２） 認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

（２０１９年） 

 市内においてモデル的な事業を実施し、一体感のある協議会組織の体制とな

り、先進的に様々な事業を実施している地区であると感じております。 

 地域乳幼児サポート事業は、引き続き地域にとって必要な事業となっており、

若い世代のニーズに対応するなど、素晴らしい協議会活動であると評価します。

また、日頃から利用している若い世代に対して、次の担い手となっていただく

ように声かけを行う努力をされています。 

 今後の展開として、防災事業に関して女性の視点を加えるなど、新たなアイ

ディアや意見について話し合われていますので、新たな試みを含め、今後の活

動に期待します。 

 

１２ 小出地区まちぢから協議会 

（１）認定基準への適合に関する事項 

   認定基準に適合していると考えます。 

（２）認定コミュニティの活動及び特定事業に関する事項 

   （２０１９年） 

 分村合併した歴史のある地域であるにも関わらず、新たなアイディアを活かし

た斬新で特色のある活動を推進しています。 

 活動としては、多くの主催事業を実施し、地域住民を巻き込んだイベントを開

催、賑わいの創出や顔の見える関係づくりにつながっています。 

 今後の展開として、これまでの特色のある活動を進めながら、次世代の育成や

若い世代の巻き込んだ活動となり、地域に根付くよう期待します。 

 

 １３ その他 

   制度全般に関する助言・市の支援のあり方に関する事項 

（１）広報に関する事業（広報紙発行・ホームページの開設）等に関して、広報の目的

やあり方を見直す機会を作り、各地区まちぢから協議会への効果的な支援を期待

します。 

（２）各地区まちぢから協議会の活動が、さらに活発になるよう様々な機会を通じ、助

言が可能となる仕組みの充実の検討をお願いします。 
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